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第１ 海部福祉相談センターの概要 
 

１ 管内の概況 

 (1) 管轄区域 

当センターの管轄区域は、津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡３町村（大治町、

蟹江町及び飛島村）であり、令和６年４月１日現在の面積は 208.63 ㎢、人口は 320,059 人で

ある。 
管内は本県の西南端に位置し、東は名古屋市及び清須市に、北は稲沢市に、西は木曽川を

隔て岐阜県及び三重県に、南は伊勢湾に面している。大部分が木曽川のデルタ地帯に属し、

沖積地とその周辺を干拓した土地で形成され、北から緩く傾斜した平坦地で、昭和 36 年頃か

ら地盤沈下が進行し、昭和 50 年以降は鎮静化の傾向にあるが、地域のほぼ全域が海抜ゼロメ

ートルである。 
 
 
 《略図》 
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(2)　管内の人口
令和６年４月１日現在

実数（人） 構成比（％） 実数（人） 構成比（％） 実数（人） 構成比（％）

津島市 24,939 58,944 6,139 10.4 35,306 59.9 18,361 31.1 25.09

愛西市 22,445 59,027 6,622 11.2 34,065 57.7 19,061 32.3 66.68

弥富市 17,705 42,268 5,100 12.1 26,170 61.9 11,371 26.9 49.26

あま市 35,635 85,609 11,306 13.2 51,489 60.1 22,924 26.8 27.49

大治町 14,345 33,050 4,787 14.5 20,984 63.5 6,964 21.1 6.59

蟹江町 16,634 36,715 4,416 12.0 22,858 62.3 9,717 26.5 11.09

飛島村 1,571 4,446 589 13.2 2,395 53.9 1,433 32.2 22.43

市部 100,724 245,848 29,167 11.9 147,030 59.8 71,717 29.2 168.52

郡部 32,550 74,211 9,792 13.2 46,237 62.3 18,114 24.4 40.11

総計 133,274 320,059 38,959 12.2 193,267 60.4 89,831 28.1 208.63

愛知県 3,343,838 7,460,648 948,119 12.7 4,629,686 62.1 1,919,716 25.7 5,173.19

(注)　１　出典：統計課「あいちの人口」
　 　　２　「人口」は令和６年４月１日時点、「年齢３区分人口合計」は令和４年10月１日時点のため一致しない。

令和６年４月１日現在 令和４年10月１日現在

面積
（㎢）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

年齢３区分人口

世帯数
　　（世帯）

人口
　　　（人）

津島市

18.4%

愛西市

18.4%

弥富市

13.2%

あま市

26.7%

大治町

10.3%

蟹江町

11.5%

飛島村

1.4%

市町村別人口
320，059人
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２ 沿 革 
 

【旧海部事務所】 

・昭和 17 年７月１日､海部地方事務所設置｡ 
・昭和 30 年 11 月 10 日､海部事務所設置｡ 
・昭和 37 年８月３日､総合事務所建設｡海部事務所入居｡ 
・平成４年 12 月 11 日､海部総合庁舎新築｡海部事務所入居｡ 
・平成 14 年４月１日､地方機関の再編により､海部事務所は県民総務課､行政企画課､環境保 
全課､健康福祉課及び産業労働課の５課となった。 

 

【旧海部児童相談センター】 

・平成元年４月１日、中央児童相談所を分割し、本県８番目の児童相談所として、津島児童

相談所が設置された。 

・平成 14 年４月１日、地方機関の再編により、海部児童相談センターと名称変更された。 

 
【海部福祉相談センター】 
・平成 20 年４月１日、地方機関の再編により、旧海部事務所健康福祉課と旧海部児童相談セ

ンターが統合され、新たな組織として海部福祉相談センターとなり、海部福祉事務所を含

む「地域福祉課」と海部児童・障害者相談センターである「児童育成課」の２課で発足し

た（ただし、地域福祉課は海部総合庁舎内で、児童育成課は旧海部児童相談センターにて

業務を遂行した。）。 
・平成 20 年 11 月１日、児童育成課が海部総合庁舎内へ移転した。 

 
３ 機 能 

 

区

分 課  名 機 関 名 根 拠 法 令 等 

海 
部 
福 
祉 
相 
談 
セ 
ン 
タ 
❘ 

地域福祉課 福祉事務所 
社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第

14 条に規定される福祉に関する地方公

共団体の事務所 

児童育成課 

児童相談所 
児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）

第 12 条に基づき、各都道府県に設けら

れた児童福祉の専門機関 

身体障害者更生相談所 
（一部機能） 

身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283
号）第 11 条に基づき身体障害者の福祉

に関し都道府県に設置される機関 

知的障害者更生相談所 
（一部機能） 

知的障害者福祉法（昭和 35 年法律第 37
号）第 12 条に基づき知的障害者の福祉

に関し都道府県に設置される機関 
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４　組織及び事務分掌

令和６年４月１日現在

（社会･指導･相談グループ） 【班員14名】

課長補佐 1名
主査 2名

(次長兼務) 主任 2名
非常勤 5名
相談員 4名 母子・父子自立支援員 1名

家庭相談員 1名
女性相談支援員 2名

・庶務・経理に関すること
・民生委員及び児童委員に関すること
・児童、ひとり親家庭等及び女性の福祉に関すること
・高齢者及び障害者の福祉に関すること
・介護保険に関すること

（福祉グループ） 【班員15名】
主査 2名
主任 3名
主事 3名
相談員 6名 生活保護就労支援相談員 1名

生活困窮者主任相談支援員 1名
生活困窮者自立相談支援員 2名
面接・訪問協力員 1名
生活困窮者ｱｳﾄﾘｰﾁ支援員 1名

嘱託医 1名

・生活保護に関すること
・中国残留邦人等の援護に関すること
・生活困窮者の自立支援に関すること

（児童相談第一グループ） 【班員20名】
　主査 2名
　主任　　　　　  4名

  主事　　　　　 9名
  非常勤　　　 　　 2名
　代務員 3名

・児童福祉法第26・27条の措置・指導に関すること
・里親の指導に関すること
・児童の相談に関すること
・関係者等への支援に関すること

（児童相談第二グループ） 【班員10名】
  主査 1名
　主任　　　　　  2名

（児童育成課長兼務） 　主事　　　　　 6名
　嘱託医 1名

・児童の心理判定及び指導に関すること
・療育手帳の交付事務に関すること
・身体障害者及び知的障害者に関する相談・指導に関すること

課長補佐
（グループ班長）

主幹
（グループ班長）

児童育成課長

センター長

次長

地域福祉課長
課長補佐

（グループ班長）

主査
（グループ班長）
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第２ 地域福祉課の事業 

 
１ 海部圏域保健医療福祉推進会議 

 

地域における保健・医療・福祉に関する施策の総合的な検討、市町村を始めとする保健・

医療・福祉に関わる行政機関及び団体相互の連絡調整、各２次医療圏(福祉圏域)(以下「圏域」

という。）内のサービスの広域的な調整を行うことにより、保健・医療・福祉の連携を図るこ

とを目的として、「海部津島圏域保健医療福祉推進会議」が平成 14 年４月１日に津島保健所

に設置された。平成 18年４月１日に「海部圏域保健医療福祉推進会議」と改称され、海部福

祉相談センターもこの会議の構成員として参画している。 

なお、この会議は、地域における意見集約の場として位置づけられ、従来、保健所毎に設

置されていた「保健所運営協議会」、２次医療圏毎に設置されていた「医療圏保健医療福祉推

進協議会」及び福祉圏域毎に設置されていた「地域福祉推進調整会議」を統合したものであ

り、次に掲げる事務を所掌している。 

(1) 地域保健対策の総合的な推進及び保健所の運営に関すること。 

(2) 愛知県地域保健医療計画の推進に関すること。 

(3) 健康福祉ビジョンの推進に関すること。 

(4) その他圏域における保健・医療・福祉の連携に関すること。 

 

 海部圏域保健医療福祉推進会議の開催状況（令和５年度） 
開 催 日 議 題 及 び 報 告 事 項 

令和５年８月 
 

議題 
 

１ 愛知県地域保健医療計画圏域項目の原案について 
２ 愛知県外来医療計画の改正について 

令和６年１月 議題 
１ 愛知県地域保健医療計画圏域項目の原案について 
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２ 身近な地域での福祉・推進（民生委員・児童委員） 

 

民生委員は、地域の社会福祉を増進することを目的とし、市町村の区域に設置されている

民間奉仕者である。その職務は、担当地域内の実情を把握し、要保護者の相談に応じ援助す

るとともに、福祉事務所、市町村等の関係行政機関に協力し、あるいは社会福祉施設と密接

に連携し、その事業活動を支援するなど広範囲に及んでいる。 

この他、生活福祉資金貸付制度の実施面、心配ごとの相談など大きな役割を果たしている。 

さらに、民生委員は児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号)第 16 条により児童委員に充て

られ児童福祉の増進にも重要な機能を果たしている。 

また、地域において児童・妊産婦の福祉に関する相談や援助活動に対する期待が高まる中、

児童福祉を専門的に担当する主任児童委員が平成６年１月から設置された。 

 

民生委員・児童委員、主任児童委員配置状況（令和 6 年４月１日現在） （単位：人） 

市名 民生委員・児童委員 町村名 民生委員・児童委員 

津島市 117 (16) 大治町 35 (２) 

愛西市 115 (９) 蟹江町 67 (４) 

弥富市 72 (７) 飛島村 11 (１) 

あま市  110 (７) 町村計 113 (７) 

市計 414 (39) 合計 527 (46) 

（注） （ ）内は、主任児童委員数（再掲） 

 

３ 生活困窮者の自立支援 

 

 生活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 105 号）に基づき、現在経済的に困窮し、最低限 

度の生活を維持することができなくなる恐れのある者の自立促進を図る制度である。 

 

(1) 対象者 

生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事 

情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれの 

ある者」とされている。 

現在、生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込ま 

れる者が主な対象者となる。 

 

(2) 生活困窮者自立支援法による事業について 

ア 自立相談支援事業 

  自立相談支援機関の相談支援員が生活にお困りの方からの相談を受け、必要な情報提 

供及び助言を行い、事業利用のための支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を 

行う。 

   

イ 住居確保給付金 

     離職などにより経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれのある方に対して、就 

労に向けた活動を行うことを条件に、一定期間家賃相当額を支給する。 
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ウ 就労準備支援事業 

        就労意欲の喚起のための動機づけ、一般就労に向けた基礎能力の形成など、必要な訓 

練を日常生活の自立、社会生活の自立の段階から計画的で一貫した支援を半年から１年 

の有期で行う。 

   

エ 一時生活支援事業 

        住居のない生活困窮者であって、所得が一定水準以下の者に対して、一定期間、宿泊 

場所や衣食の供与を行う。退所後の生活に向けて本人の状況に応じて就労支援などの自 

立支援を行う。 

 

   オ 家計相談支援事業 

家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付のあっせん等を行う。 

 

   カ 子どもの学習・生活支援事業 

貧困の連鎖防止の取り組みとして、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の 

子どもに対し、日常的な生活習慣の取得や高校中退防止の支援を行う。 

 

 (3) その他の事業 

   ア 生活福祉資金貸付制度 

   イ 生活保護受給者等就労自立促進事業 

   ウ 愛知県生活困窮者法律相談支援事業 

 

 (4) 自立相談 新規受付件数の推移 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

令和 3 年度 36 38 45 33 36 20 27 27 23 11 15 14 325 

令和 4 年度 13 11 18 11 12 27 10 11 3 7 3 6 132 

令和 5 年度 7 8 10 9 5 11 7 10 6 8 10 11 102 

 

 (5)住居確保給付金・一時生活支援事業支給額の推移 

区  分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

住居確保給付金 
(114 名) 

22,398,156 円 

(69 名) 

11,579,200 円 

(22 名) 

1,987,500 円 

新型コロナウイルス感染症 

生活困窮者自立支援金 

（76 名） 

19,840,000 円 

（96 名） 

27,940,000 円 

 

一時生活支援事業 
(2 名) 

3,139,500 円 

 

(8 名) 

2,085,550 円 

(10 名) 

1,553,898 円 

※（）内は対象人員 
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４ 生 活 保 護 

 

(1) 生活保護制度 

日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、生活に困窮するすべての国民に対し、健康

で文化的な最低限度の生活を保障し、自立するための援助を行う制度である。 

国が、その困窮する程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとと

もに、その自立を助長することを目的としている。 

 

ア 生活保護の種類 

生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶

助の８種類の扶助がある。 

 

イ 保護の基準 

令和５年度の標準３人世帯の生活扶助基準は次のとおりである。 

標準３人世帯(33 歳男､29 歳女､４歳子） 

区  分 令和５年度 備   考 

３級地-１ 136,620 円 冬期加算除く、住宅扶助別途 

 

ウ 保護の実施機関 

郡部においては、県福祉事務所長が保護の決定及び実施に関する事務を行っている。 

また、町村長は特に急迫した事由により放置することが適当でない状況にある要保護者

に対し保護を行うとともに、要保護者の発見通報、保護申請書の受理、送付、保護金品の

支給、要保護者の調査などを行っている。 

福祉事務所には、ケースワーカーが配置され、被保護者の実際の援助に当たっている。

また、民生委員は協力機関として、要保護者の発見、生活状態の調査、意見の具申、 

被保護者の生活指導などを行っている。 
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(2) 保護の状況

　ア　世帯類型別被保護世帯数

高　齢 母　子 障　害 傷　病 その他

大治町 280 331 1.01 152 9 32 31 56

蟹江町 282 365 0.99 160 8 37 11 66

飛島村 3 3 0.07 2 － － － 1

計 565 699 0.94 314 17 69 42 123

愛知県 16,103 19,920 0.55 8,544 542 4,411 2,187 2,491

保護率
(％)

・障害世帯…世帯主が、身体障害、知的障害等の心身上の障害のため働けない世帯

　　　２ 愛知県は政令市及び中核市を含まない。
　　　３ 愛知県の世帯類型別世帯数には、停止中の被保護世帯を含まない。そのため、被保護世帯数

・高齢世帯…65歳以上の者のみで構成されている世帯か、これらに18歳未満の者が加わった世帯

（注）１ 保護率（被保護人員／人口）算定に使用した人口は、県内統一により前年10月の人口を使用。                                                                                                                                              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

・その他世帯…上記のいずれにも該当しない世帯（失業等により生活困窮に至った世帯など。）

　　　　 帯数と合致しない。

・傷病世帯…世帯主が入院（介護老人保健施設入所を含む。）しているか、世帯主が傷病のため
　          働けない世帯

・母子世帯…現に配偶者がいない65歳未満の女子と18歳未満のその子（養子を含む。）のみで構
            成されている世帯

 (令和６年３月分月報)

世　　　　帯　　　　類　　　　型　　　　別被保護
世　帯

被保護
人　員

高 齢

56%

母 子

3%

障 害

12%

傷 病

7%

その他

22%

世帯類型別
被保護世帯割

合

高 齢

47%

母 子

3%

障 害

24%

傷 病

12%

その他

14%

世帯類型別
被保護世帯割合

（愛知県）
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　イ　被保護者数・世帯数の年次推移

高　齢 母　子 障　害 傷　病 その他

H25 360 464 0.65 175 27 39 41 75

H26 393 524 0.73 190 30 41 54 78

H27 419 556 0.77 213 23 44 59 80

H28 436 599 0.82 233 26 44 49 84

H29 460 630 0.86 251 29 49 47 84

H30 475 632 0.86 265 27 47 44 92

H31 468 616 0.83 276 24 54 39 75

R2 468 617 0.83 265 23 54 45 81

R3 506 646 0.87 298 23 61 38 86

R4 563 701 0.95 308 20 65 47 123

R5 565 699 0.94 314 17 69 42 123

（注１）大治町、蟹江町、飛島村分
（注２）世帯類型別世帯数には、停止中の被保護世帯を含まないため、被保護世帯数と合致しない。

世　　　　帯　　　　類　　　　型　　　　別
年度

保護率
(％)

被保護
世　帯

被保護
人　員

360
393

419
436

460 475 468 468
506

563 565464

524
556

599
630 632

616 617
646

701 699

0

100

200

300

400

500

600

700

800

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

（人・世帯）

（年度）

被保護者数・世帯数の年次推移

被保護

世 帯

被保護

人 員

次頁②

次頁③

次頁①
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各年度３月末の数値

高 齢

49%

母 子

8%

障 害

11%

傷 病

11%

その他

21%

高 齢

56%

母 子

6%

障 害

10%

傷 病

9%

その他

19%

高 齢

56%

母 子

3%

障 害

12%

傷 病

7%

その他

22%

平成25年度
360世帯

①

平成30年度
475世帯

②

令和5年度
565世帯

③

世帯類型別被保護世帯数割合の変遷
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ウ　保護費の状況(令和５年度)

区　　分 区　　分 区　　分

生活扶助 介護扶助※
保護施設
事務費

住宅扶助 出産扶助
就労自立
給付金

教育扶助 生業扶助
進学準備
給付金

医療扶助※ 葬祭扶助 合計

　エ　施設入所による保護

      生活保護法に基づく救護施設は、身体上又は精神上に著しい障害があるため、日常生活を

    営むことが困難な要保護者を入所させて保護しているが、入所状況は次のとおりである。

　(単位：円)
金　　　　　額 金　　　　　額 金　　額

338,220,584 39,519,951 8,411,988

（保護費の総支給額　 1,225,824,041円)

202,327,296 499,310 670,751

3,450,772 1,349,380 0

(令和６年３月分月報)　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

625,041,600 6,332,409 1,225,824,041

（注）医療券・介護券による支払を含む。

入所者数（定員） - （120） 3（60）

区　分 愛厚新生寮 愛厚明知寮

生活扶助

27.6%

住宅扶助

16.5%

教育扶助

0.3%

医療扶助

51.0%

介護扶助

3.2%

出産扶助

0.0%

生業扶助

0.1%

葬祭扶助

0.5%
保護施設事務費

0.7%

就業自立給付金

0.1%

保護費の扶助別
支払状況

1,225,824,041円
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５ 高齢者福祉 

 

我が国では､高齢化の進展に伴い要介護高齢者の増加や､核家族化の進行など要介護者を支

えてきた家族を巡る状況の変化に対応するため､社会全体で高齢者介護を支える仕組みとし

て平成12年４月に介護保険制度が創設された｡法施行５年目には制度が検証され､高齢者の尊

厳の保持を明確にし、介護予防等を目的として制度が見直され､平成 18 年４月から本格実施

されている｡ 

県においては､令和６年３月に､総合的な高齢者の保健福祉の推進や介護保険制度の円滑な

運営を図るため｢第９期愛知県高齢者健康福祉計画｣（計画期間：令和６年度から令和８年度

までの３年間）を策定した｡ 

この計画に基づき｢高齢者が健康で生きがいをもち、安心して暮らせる社会の実現｣を目指 

して､各施策を実施している｡ 

 

（1）介護保険制度 

介護保険制度は、介護を必要とする人の介護を家族だけでなく社会全体で支え、利用者

の希望を尊重した総合的・一体的な介護サービスの提供が受けられる、負担と給付(介護サ

ービス)の関係が明確な社会保険である。 

この制度は、高齢者保健福祉施策の重要な柱として平成 12年４月にスタートした。 

保険者は、市町村及び特別区である。被保険者は市町村に住所を有する 65 歳以上の人(第

１号被保険者)及び 40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者(第２号被保険者)である。 

介護保険の保険給付(サービス)を受けるには、まず要介護等の認定を受ける必要があり、

介護認定審査会での審査判定結果(要介護･要支援の認定)に基づき、申請者の介護の必要の

程度や実情にあわせた各種のサービスが事業者から提供される。 

 

ア 介護保険料 

管内市町村の第１号被保険者の保険料（基準額）は下表のとおりであり、これに基づ

き負担能力に応じた所得別段階の定額保険料が賦課されている。 

なお、第２号被保険者の保険料は、医療保険の保険料に上乗せされている。 

 

第１号被保険者（65 歳以上）の年度別月額保険料基準額      （単位：円） 

市町村名 

第７期 第８期 第９期 

平成 30 年度～令和 2 年度 令和３年度～令 和 5 年 度 令和 6 年度～令和 8 年度 

津島市 5,600 5,600 5,800 

愛西市 5,100 5,500 5,750 

弥富市 5,540 6,050 6,200 

あま市 5,200 5,400 5,650 

大治町 5,200 5,700 5,700 

蟹江町 5,500 5,700 5,600 

飛島村 6,350 6,350 6,250 
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　イ　被保険者数 (令和６年3月31日現在)(単位：人)

※ 第１号被保険者：65歳以上の者

　 第２号被保険者：40～64歳までの医療保険加入者（住民基本台帳上の人口で整理）

　ウ　要介護（支援）認定者数 (令和６年3月31日現在)(単位：人)

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

307人 518人 538人 611人 440人 430人 233人 3,077人

441人 455人 659人 615人 482人 456人 274人 3,382人

236人 336人 357人 325人 270人 249人 173人 1,946人

620人 746人 851人 731人 598人 435人 311人 4,292人

188人 228人 242人 235人 162人 132人 99人 1,286人

247人 248人 331人 287人 196人 173人 141人 1,623人

13人 34人 34人 42人 35人 35人 19人 212人

2,052人 2,565人 3,012人 2,846人 2,183人 1,910人 1,250人 15,818人

　 構成比 13.0% 16.2% 19.0% 18.0% 13.8% 12.1% 7.9% 100.0%

津島市

飛島村

計

弥富市

あま市

大治町

蟹江町

愛西市

あま市

大治町

蟹江町

飛島村

7,007人

9,612人

22,985人

計

39,076人

40,254人

26,383人

計

市町等名

市町等名

津島市

愛西市

弥富市

89,560人

第２号　被保険者

21,249人

20,986人

14,926人

31,027人

第１号 被保険者

17,827人

19,268人

11,457人

204,434人

54,012人

19,184人

22,656人

2,869人1,404人

12,177人

13,044人

1,465人

114,874人
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　エ　居宅(介護予防)サービス受給者数

サービス提供月　令和６年３月分（単位：人、％）

要支援1 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

140人 319人 412人 454人 243人 201人 105人 1,874人

177人 277人 425人 468人 272人 217人 130人 1,966人

112人 211人 283人 280人 158人 107人 68人 1,219人

181人 376人 611人 541人 357人 218人 179人 2,463人

51人 116人 185人 190人 102人 57人 43人 744人

108人 159人 247人 215人 117人 83人 55人 984人

11人 26人 23人 39人 11人 11人 9人 130人

780人 1,484人 2,186人 2,187人 1,260人 894人 589人 9,380人

構成比 8.3% 15.8% 23.3% 23.3% 13.4% 9.5% 6.4% 100.0%

　オ　地域密着型（介護予防）サービス受給者数

サービス提供月　令和６年３月分（単位：人、％）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

0人 2人 41人 44人 30人 13人 6人 136人

4人 5人 58人 64人 29人 22人 19人 201人

0人 1人 49人 35人 33人 24人 29人 171人

5人 1人 165人 123人 82人 35人 30人 441人

0人 0人 49人 46人 12人 12人 5人 124人

0人 1人 30人 21人 29人 22人 18人 121人

0人 0人 1人 4人 4人 1人 0人 10人

9人 10人 393人 337人 219人 129人 107人 1,204人

構成比 0.7% 0.8% 32.6% 28.0% 18.2% 10.7% 9.0% 100.0%

　カ　施設サービス受給者数

構成比

※介護療養型医療施設については、従前において廃止（転換）期限が平成23年度末であったが
　改正介護保険法に基づき令和５年度末まで延長されることとなった。

介護療養型医療施設

0人

0人

0人

0人

0人

6.9%

1,344人 1,040人

40.6%

25人 31人 0人

人

0.0%

57人

11人

1人

178人

91人 95人 200人

211人0人

301人 253人 601人47人

14人

222人 125人 358人

353人 168人 560人39人

11人

253人 267人 575人

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 計介護医療院

55人

市町等名

津島市

愛西市

弥富市

あま市

大治町

蟹江町

飛島村

計

市町等名

津島市

愛西市

弥富市

あま市

大治町

蟹江町

飛島村

計

市町等名

津島市

愛西市

弥富市

あま市

大治町

サービス提供月　令和６年３月分（単位：人、％）

100.0%

蟹江町

飛島村

計

52.5%

99人 101人

2,562人
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６ 児童福祉 

 

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）は、戦後間もなく制定されたが、近年、少子化の進

行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下、児童虐待の増加など児童や

家庭を取り巻く環境は大きく変化している。 

中でも、我が国では、急速な少子化による人口減少社会の到来とともに、少子社会への対

応として「子育て支援」が喫緊の課題となっている。国においては、平成 15 年の次世代育成

支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）の制定、平成 16年６月の「少子化社会対策大綱」

や同 12 月の「子ども・子育て応援プラン」などにより、地域の子育て支援に取り組んできた。 

平成 22 年１月には、「子ども・子育てビジョン」が策定され、子どもが主人公として位置

付けられ、「少子化対策」から「子ども・子育て支援」へと考え方が転換し、社会全体で子ど

もと子育てを応援する社会の実現を目指すこととしている。 

本県においても、平成 17 年３月には、「次世代育成支援対策推進法」に基づき「あいち 子

育て・子育ち応援プラン（愛知県次世代育成支援対策行動計画）」を策定した。 

また、平成 19 年３月には、少子化対策を一層推進するために、「愛知県少子化対策推進条

例」を制定し、この条例の趣旨に則り、各種の取組みを推進するため、平成 19 年 11 月には

「あいち子育て応援宣言」を採択するとともに、平成 21 年３月から毎月 19 日を「子育て応

援の日（はぐみんデー）」とする県民運動を推進している。 

平成 22 年３月には、「あいち はぐみんプラン」（第二次愛知県少子化対策推進基本計画）

を、さらに、平成 27 年３月には「あいち はぐみんプラン 2015‐2019」、令和２年３月には

「あいち はぐみんプラン 2020‐2024」を策定し、「県民が家庭を築き、安心して子どもを生

み育てることができる社会の実現」を基本目標として中長期的な視野に立った子ども・子育

て支援施策を推進していくこととしている。 

 

(1) 保 育 所 

   保育所は、親の就労や疾病等の理由により、家庭で保育することができない就学前の子

どもを預かる施設である。預かる子どもの年齢（月齢）や実施しているサービスは、各保

育所で異なるが、核家族化の進行、女性の就労の増加、保護者の就労形態の多様化や養育

意識の変化などによるニーズの多様化に対応するため、通常の保育に加え次のような「特

別保育」を実施している保育所もある。 

   なお、保育所については、国の定めた基準（広さ・設備・保育内容・職員の数など）を

満たしているかどうかで「認可保育所」と「無認可保育所」に分類される。 

大きな違いとしては、「保育料」と「時間」がある。「認可保育所」が世帯収入で保育

料が決定されるのに対し、「無認可保育所」では世帯収入に関係なく料金は一律である。

「認可保育所」は、８時間が基本であり、延長も 19 時位までであるのに対し、「無認可保

育所」では、夜間保育などを実施しているところもある。 

   「無認可保育所」には、企業内保育園（事業所内保育施設）や駅型保育園、ベビーホテ

ルなどがある。 
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（２） 家庭児童相談室 

家庭における児童の福祉の向上を図る施策の一つとして、「家庭児童相談室」が設置され

ており、現在３町村を１名の家庭相談員が担当している。 
   家庭は児童育成の基盤であり、児童の人格形成上極めて重要であるので、養育上の諸問

題の相談に応じ、専門的な相談・助言を行っている。電話や来所での相談、重点的に指導を

要する児童の家庭については訪問して相談・助言等を行っている。 
 専門的な判断が必要なケースは児童・障害者相談センターと連携し適切に処遇している。  
この他には、町村が実施している１歳半健診等の事後教室、母子通園や親の会などの援助、

障害児等療育支援事業の協力等をしながら、地域のニーズに合わせたより細やかな家族支

援を行っている。 
 

家庭児童相談室における相談状況（令和５年度）        （単位：件） 

 

家庭児童相談室における年度別相談状況         （単位：件） 

区  分 平成 31 年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

障  害 183 143 173 199 231 

虐  待 12 12 12 11 11 

上記以外 353 251 233 260 242 

計 548 406 418 470 484 

 

 
 

 性生 知 学校生活等  家族関係 環     

  活 能 人 不 そ 非 虐 そ 境 障 そ   

区 分  習 ・ 間 登 の   の 福  の 計  

  慣 言 関 校 他 行 待 他 祉 害 他   

 格等 語 係           

個 別 相 談 － － － － 1 － － 7 － 4 － 12  

グ 

ル 

❘ 

プ 

相 

談 

健診事後教室 － 104 － － － － － － － － 
－ 

 
104 

 

親の会 － － － － － － － － － 106 － 106 
 

障害児母子療育 － 92 － － － － － － － 78 － 170 
 

巡 回 療 育 相 談 － 21 － － － － － 1 6 39 － 67  

関係機関との連絡 他 － － － － 1 － 11 7 － 4 2 25  

計 － 217 － － 2 － 11 15 6 231 2 484  

構成比（％） － 44.8 － － 0.4 － 2.3 3.1 1.2 47.7 0.4 100  
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７ ひとり親家庭への支援 
 

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和

39 年法律第 129 号)に基づき、母子家庭等の生活の安定と向上を図るため、母子・父子自立支

援員による各種の相談機能を強化し、就業支援に主眼を置いた総合的な支援の推進を図って

いる。 

 

(1) 母子家庭等に対する相談支援体制 

母子・父子自立支援員 (１名) 

母子家庭等に対する総合的な窓口として、生活全般にわたる問題の解決に必要かつ適切

な指導・助言及び情報提供を行うなど、母子家庭等の自立の促進を図る。 

 

母子・父子自立支援員相談指導状況（令和５年度） 
事  項  別 延件数 構成比 事  項  別 延件数 構成比 

生 

活 

一 

般 

  件 ％ 

経
済
的
支
援

・生
活
援
護 

    件 ％ 

住宅 － 

  

母子福祉資金 
貸付 45 

  

医療・健康 － 償還 18 

家庭紛争 － 
父子福祉資金 

貸付 － 

就労 208 償還 － 

結婚 － 
寡婦福祉資金 

貸付 － 

養育費 － 償還 － 

借金 － 公的年金 － 

その他 9 児童扶養手当 1 
  生活保護 － 

  税 － 

小 計 217 74.3 その他 １  

児 
 

童 

養育 － 

  

小  計   65 22.3 

教育 ７ 

そ 

の 

他 

売店設置（法第 25 条） － 

  

非行 － たばこ販売（法第 26 条）   － 

就職 － 母子世帯向公営住宅（法第 27 条） － 

その他 3 母子福祉施設の利用   － 

小  計 10 3.4 母子生活支援施設（児童福祉法第38条） － 
    小  計 0 0 
    合  計 292 100 
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 (2) 母子・父子家庭自立支援対策事業 

母子・父子家庭自立支援給付金（実施主体 県・市）    （令和６年４月１日現在） 

自立支援教育訓練 

給付金 

対象講座 

ア 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」「特定一

般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座 

イ 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の 

  指定教育訓練講座 

支 給 額 

ア 受講料の６割相当額 

（上限 20万円・下限１万２千１円） 

イ 受講料の６割相当額 

（上限 40万円×修業年数 最大 160 万円・ 

下限１万２千１円） 

※雇用保険制度から「一般教育訓練給付金」「特定一

般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の

支給を受ける場合は、当該給付金の額を差し引い

た額 

高等職業訓練促進 

給付金 

支給期間 

看護師等の養成機関で修業する期間（上限４年） 

※対象資格によっては、４年制の修学であっても 

４年間の支給が認められない場合がある。 

支 給 額 

市町村民税非課税世帯 月額 100,000 円 

市町村民税課税世帯  月額 70,500 円 

※修学期間の最後の 12ヵ月は 40,000 円増額 

高等職業訓練修了 

支援給付金 
支 給 額 

市町村民税非課税世帯 50,000 円 

市町村民税課税世帯  25,000 円 

高卒認定試験合格

支援給付金 
支 給 額 

【通信制の場合】 

ア 高卒認定試験対策講座受講開始時 

  対象講座の受講料の４割相当額 

  （上限 10 万円、下限４千１円） 

イ 高卒認定試験対策講座受講修了時 

  対象講座の受講料の５割相当額からアとして支 

給した額を差し引いた額 

  （アとの合計で上限 12 万５千円、下限４千１円） 

ウ 高卒認定試験合格時 

  対象講座の受講料の１割相当額 

  （ア、イとの合計で上限 15 万円） 

 

【通学又は通学及び通信制併用の場合】 

ア 高卒認定試験対策講座受講開始時 

  対象講座の受講料の４割相当額 

  （上限 20 万円、下限４千１円） 

イ 高卒認定試験対策講座受講修了時 

  対象講座の受講料の５割相当額からアとして支 

給した額を差し引いた額 

  （アとの合計で上限 25 万円、下限４千１円） 
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ウ 高卒認定試験合格時 

  対象講座の受講料の１割相当額 

  （ア、イとの合計で上限 30 万円） 

 

母子・父子家庭自立支援給付金支給実績 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 (3) 母子父子寡婦福祉資金の貸付 

（目 的） 

母子家庭等の生活の安定と向上を図るため、生活に必要な各種資金の貸付を行う。 

（貸付対象者） 

母子福祉資金‥‥配偶者のない女子で、現に 20 歳未満の児童を扶養している者又はそ

の扶養している児童等 

父子福祉資金‥‥配偶者のない男子で、現に 20 歳未満の児童を扶養している者又はそ

の扶養している児童等 

寡婦福祉資金‥‥配偶者のない女子で、児童が 20 歳に達したことなどにより、母子福

祉資金を借りることができない者又はその扶養している子等 

母子父子寡婦福祉資金年貸付状況          

資 金 名  
令和４年度 令和５年度 

決定状況 貸付支払状況 決定状況 貸付支払状況 

転宅資金 
件数（件） ―     ― ― ― 

金額（円） ―     ― ― ― 

生 活 資 金 
件数（件）     ―      1     ―      1 

金額（円）     ―   360,000     ― 180,000 

修 学 資 金 
件数（件）     ―      2    1     1 

金額（円）     ―  1,209,600 4,557,000  70,800 

就学支度資金 
件数（件）     ―     ―     1 1 

金額（円）     ―     ― 580,000 580,000 

修 業 資 金 
件数（件） ― ― ― ― 

金額（円） ― ― ― ― 

合    計 
件数（件）     ―      3     2     3 

金額（円）     ―  1,569,600            5,137,000  830,800            

 

給 付 金 名  令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立支援教育訓練

給付金 

支給人員（人） － 4 5 

支給金額（円） － 141,220 269,690 

高等職業訓練促進

給付金 

支給人員（人） 1 5 6 

支給金額（円） 600,000 4,865,500 6,189,500 

高等職業訓練修了

支援給付金 

支給人員（人） － － 2 

支給金額（円） － － 75,000 

高卒認定試験合格

支援給付金 

支給人員（人） 2 － － 

支給金額（円） 81,000 － － 
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(4)  児童扶養手当 

父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄

与するため、当該児童を監護又は養育している者に手当を支給することにより、児童の福祉

の増進を図ることを目的としている。 

対象児童は 18 歳以下（18 歳に達した日の属する年度の末日まで）又は 20 歳未満で政令で

定める程度の障害を有する者であり、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、

父又は母が政令で定める程度の障害を有する児童、父又は母に１年以上遺棄されている児童、

父又は母が１年以上拘禁されている児童等を監護又は養育している者に支給される（父子家

庭は、平成 22 年８月から対象）。 

なお、受給資格者が公的年金を受けることができるとき、その年金額が児童扶養手当額よ

り低い場合は、その差額分の児童扶養手当が支給されるが、児童が児童福祉施設等に入所又

は里親に委託されているときなどは、支給されない。 

 

       手当額(月額)          （令和６年４月１日現在） 

区   分 全 部 支 給 者 一部支給停止者  

児 童 １ 人 の 場 合 45,500 円 45,490 円～10,740 円  

児 童 ２ 人 の 場 合 56,250 円 56,230 円～16,120 円  

児童３人以上の場合 

（児童１人増すごとに） 
6,440 円～3,230 円加算 

 

○所得制限 

支給要件に該当する場合であっても、受給資格者本人及び扶養義務者等の前年の所得 

(１月から 10 月までの手当については前々年の所得）が政令で定める額以上のときは、   

手当の全部又は一部が支給されない。 

 

        所得の限度額（政令で定める額）  （令和６年４月１日現在） 

区   分 ０人 １人 ２人 ３人 

受 給 資

格者 

全部支給 490,000 円 870,000 円 1,250,000 円 1,630,000 円 

一部支給 1,920,000 円 2,300,000 円 2,680,000 円 3,060,000 円 

扶養義務者等 2,360,000 円 2,740,000 円 3,120,000 円 3,500,000 円 

（注１）受給資格者、扶養義務者等とも扶養親族等の数が４人以上の場合は、扶養親族等の数が１人増すごと  

    に 380,000 円加算。 

（注２）受給資格者本人所得で、70 歳以上の同一生計配偶者、特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養 

    親族又は老人扶養親族があるときは、上記金額に 70 歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族１人につき

10 万円を、特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養親族は 15 万円を加算した額。 

（注３）扶養義務者等所得で、老人扶養親族があるときは、上記額に老人扶養親族１人につき（当該老人扶養 

    親族以外に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき） 

    ６万円を加算した額。 
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○支給時期 年６回（１月、３月、５月、７月、９月、11月） 

管内児童扶養手当受給者の状況（令和６年３月 31 日現在）（単位：人） 

区   分 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 237 151 11 399 

児童数 － － － 612 

   ※ 全部支給停止者を除く。 

    

（５） 遺児手当 

父母が婚姻を解消、両親又は片親がいない状態（父又は母が死亡、１年以上遺棄、１年以上

拘禁、１年以上行方不明）若しくは父又は母が重度の障害等の状態にある家庭の児童で、県内

に住所があり、18歳以下（18 歳に到達した年度の末日まで）の者を監護又は養育している者に

支給することにより、児童の健全育成と福祉の増進を図ることを目的としている。 

 

○手当額(月額)  児童１人につき、 

１～３年目 4,350 円 

４～５年目  2,175 円 

６年目以降     0 円 

○所得制限 

支給要件に該当する場合であっても、受給資格者及び扶養義務者等の前年の所得（１月か

ら 10 月までの手当については前々年の所得）が規則で定める額以上である場合は、その年

度（11 月から翌年の 10月まで）は、手当の全部を支給停止する。 

 

 所得の限度額（規則で定める額）    （令和６年４月１日現在） 

区   分 ０人 １人 ２人 ３人 

受 給 資 格 者 1,920,000 円 2,300,000 円 2,680,000 円 3,060,000 円 

扶養義務者等 2,360,000 円 2,740,000 円 3,120,000 円 3,500,000 円 

（注 1）受給資格者、扶養義務者等とも扶養親族等の数が 4 人以上の場合は、扶養親族等が 1 人増すごとに 

    380,000 円加算。 

（注 2）受給資格者本人所得で、70 歳以上の同一生計配偶者、特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶

養親族又は老人扶養親族があるときは、上記額に 70 歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族１人につ

き 10 万円を、特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養親族は 15 万円を加算した額。 

（注 3）扶養義務者等所得で、老人扶養親族があるときは、上記額に老人扶養親族１人につき（当該老人扶養 

    親族以外に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき） 

    ６万円を加算した額。 

 

○支給時期 年６回（１月、３月、５月、７月、９月、11月） 

管内遺児手当の支給状況 （令和６年３月 31 日現在）     （単位：人） 

 区 分 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 195 153 98 324 119 74 7 970 

児童数 289 255 172 486 203 112 11 1528 

 ※ 支給停止者を含む。 
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８ 女性支援事業等 

 

性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により、日常生活又は社会生活

を円滑に営む上での女性の抱える問題が多様化、複合化していることに鑑み「困難な問題を抱える女

性への支援に関する法律（令和４年法律第 52 号）」が令和６年４月１日から施行された。 

また、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成 13 年法律第 31 号）」（以下

「配偶者暴力防止法」という。）が平成 14 年４月１日から全面的に施行され、配偶者からの暴力の相

談及び被害者の保護・支援に関する措置が講じられることとなった。 

当センターには「女性相談支援センター海部駐在室」を設置し、女性相談支援員２名で津島市、愛

西市、弥富市、あま市及び海部郡３町村（大治町、蟹江町及び飛島村）を管轄しており、日常生活を

営む上で何らかの問題を有する女性について広く相談に応じ、その上で適切な援助、機関の紹介など

に努めるとともに、配偶者暴力防止法に基づく「配偶者暴力相談支援センター」としての役割も担っ

ている。 

 

       女性相談支援センター海部駐在室における相談件数（令和５年度）    単位：件 

人 間 関 係 経 済 関 係 そ の 他 

 面接 電話  面接 電話  面接 電話 

夫 

 

 
等 

夫等の暴力 72 8 生活困窮 5 0 住宅問題 4 1 
酒乱・薬物中毒 0 0 借金・サラ金 0 0 帰住先なし 12 0 
離婚問題 16 5 求職 0 0 不純異性交遊 0 0 
その他  9 5 その他 2 1 売春強要 0 0 

子

ど

も 

子どもの暴力 3 0 小   計 7 1 ヒモ暴力団関係 0 0 
養育不能 0 0 構 成 比 (％) 4.5 2.1 ５条関係 (勧誘等) 0 0 

その他 2 1  ストーカー 0 0 

親 

 

族 

親の暴力 0 2 医 療 関 係 その他 0 0 

その他の親族の暴力 0 2 病気 0 0 小   計 16 1 
その他 4 2 精神的問題 12 8 構 成 比 (％) 10.2 2.1 

交

際

相

手 

生活本拠共交際相手暴力 3 1 妊娠・出産 0 0  
交際相手の暴力 11 0 その他 0 0 

同性間交際相手の暴力 0 0 小   計 12 8 
その他 0 0 構 成 比 (％) 7.7 17.0 

家庭不和 1 2  
その他の者の暴力 0 0 
男女問題 0 0 
その他 0 9 

小   計 121 37 
構 成 比 (％) 77.6 78.8 

合   計     ・面接 156 件 (うち一時保護  2 件)  ・電話  47 件 

 
《ＤＶ相談》 

 【面接人数】※毎月の実人数を合計したもの           【電話相談件数】 
  ・身体的・性的暴力 57 人  ・内.６５歳以上  9 人    ・本人からの相談    8 件 
  ・精神的暴力のみ   0 人  ・内.外国籍    10 人        ・本人以外からの相談    1 件                     
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９ 障害者福祉 

 

(1) 障害保健福祉施策 

障害者施策は、平成５年 12月に改正施行された「障害者基本法（昭和 45年法律第 84号）」

に掲げられたとおり、すべての障害者が社会を構成する一員として社会、経済、文化、そ

の他あらゆる機会が与えられるように、「リハビリテーション」と「ノーマライゼーション」

の理念のもと、障害者の「完全参加と平等」の実現に向けて推進されている。 

平成 25 年４月には、介護給付等のサービス提供の一元化と障害者の日常生活や自立を総

合的に支援するため、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）を「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」（略称 障害者総合支援法）とするとともに、

一部法改正し施行されている。 

平成 28 年４月からは、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進

することを目的として「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成 25 年法

律第 65 号）（略称 障害者差別解消法）が施行された。 

さらに、平成 28年６月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援等の提供体制の

確保に関する計画として新たに障害児福祉計画の策定が義務付けられた。令和３年３月に

は「あいち障害者福祉プラン 2021-2026」(計画期間：６か年 ただし障害福祉計画(障害児

福祉計画)に該当する部分は国の障害福祉計画策定に係る基本指針に即して、2024 年度～

2026 年度(３か年）とする)を策定した。障害者の自立に向けた福祉施設入所等からの地域

生活への移行や福祉施設からの一般就労などに加え、障害児支援の提供体制の整備に関す

る成果目標を定める等、各種施策を実施することとしている。 
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(2) 手帳の交付状況 

 ア 身体障害者手帳              （令和６年３月 31日現在）（単位：人） 

  

18 歳未満 18 歳以上 合計 

1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 計 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 計  

津島市 11 8 8 4 0 4 35 558 274 429 488 107 119 1,975 2,010 

愛西市 8 5 5 2 1 2 23 622 314 441 574 126 126 2,203 2,226 

弥富市 9 3 2 5 1 1 21 362 168 240 362 76 70 1,278 1,299 

あま市 26 17 16 6 0 6 71 701 376 554 591 141 138 2,501 2,572 

大治町 7 2 5 1 1 2 18 246 113 186 168 35 29 777 795 

蟹江町 9 1 6 1 0 2 19 319 116 207 267 42 61 1,012 1,031 

飛島村 1 0 0 0 0 0 1 47 21 24 44 9 8 153 154 

計 71 36 42 19 3 17 188 2,855 1,382 2,081 2,494 536 551 9,899 10,087 

                     （令和６年３月 31日現在）（単位：人） 

   

イ 療育手帳                 （令和６年４月１日現在）（単位：人） 

区分 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 計 

軽度 181 162 115 290 103 111 7 969 

中度 132 177 120 184 67 74 12 766 

重度 198 227 147 274 82 103 12 1,043 

計 511 566 382 748 252 288 31 2,778 

   

ウ 精神障害者保健福祉手帳          （令和６年４月１日現在）（単位：人） 

等級 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 計 

１級 98 112 95 161 44 64 7 581 

２級 596 541 389 922 292 311 31 3,082 

３級 190 201 118 243 101 103 5 961 

計 884 854 602 1,326 437 478 43 4,624 
                      

 

 

 

 

  

視覚障害 
聴覚・平衡 

機能障害 
音声・言語・ 
そしゃく機能障害 

肢体不自由 内部障害 計 

合計 

18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

18 歳 

未満 

18 歳 

以上 

津島市 1 103 9 173 0 34 21 872 4 793 35 1,975 2,010 

愛西市 2 130 4 170 0 19 11 1,037 6 847 23 2,203 2,226 

弥富市 0 71 4 89 0 18 13 578 4 522 21 1,278 1,299 

あま市 1 150 12 185 0 27 37 1,213 21 926 71 2,501 2,572 

大治町 0 37 1 39 0 9 13 388 4 304 18 777 795 

蟹江町 1 51 3 61 2 9 11 465 2 426 19 1,012 1,031 

飛島村 0 10 0 12 0 2 1 80 0 49 1 153 154 

計 5 552 33 729 2 118 107 4,633 41 3,867 188 9,899 10,087 
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(3) 手当等福祉施策 

ア 特別障害者手当 

20 歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特

別の介護を必要とする在宅の者に支給される。 

○手当額（月額）28,840 円(令和６年４月１日現在） 

○所得制限 

支給要件に該当する者であっても、受給資格者の前年の所得（１月から７月までの

手当については前々年の所得）が政令で定める額を超えるとき、若しくは受給資格者

の配偶者又は扶養義務者の前年の所得（１月から７月までの手当については前々年の

所得）が政令で定める額以上であるときは、支給されない。 

所得制限額（政令で定める額）             （令和６年 4月 1 日現在） 

 ０人 １人 ２人 ３人 

受給資格者本人 3,604,000 円 3,984,000 円 4,364,000 円 4,744,000 円 

扶養義務者等 6,287,000 円 6,536,000 円 6,749,000 円 6,962,000 円 

注１ 扶養親族の数が４人以上の場合は、受給資格者は扶養親族の数が１人増すごとに 380,000 円加算、扶養義務

者は扶養親族の数が１人増すごとに 213,000 円加算。 

注２ 受給資格者本人所得で、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、老人控除対象配偶者又は老人

扶養親族１人につき 100,000 円を、19 歳以上 23 歳未満の特定扶養親族又は 16 歳以上 19歳未満の控除対象扶

養親族があるときは、19 歳以上 23 歳未満の特定扶養親族又は 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養親族１人に

つき 250,000 円を加算した額。 

注３ 扶養義務者等所得で、老人扶養親族があるときは、老人扶養親族１人につき（当該老人扶養親族以外に扶養

親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族１人につき）６万円を加算した額。 

○支給時期 年４回（２月、５月、８月、11 月） 

管内特別障害者手当の支給状況（令和６年４月１日現在）（単位：人） 

区   分 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 39 34 2 75 

種

別 

Ａ種 8 4 0 12 

Ｂ又はＣ種 31 30 2 63 

 

イ 障害児福祉手当 

20 歳未満で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必

要な在宅の児童に支給される。 

○手当額（月額） 15,690 円（令和６年４月１日現在） 

○所得制限及び支給時期 特別障害者手当と同じ 

管内障害児福祉手当の支給状況（令和６年４月１日現在）（単位：人） 

区   分 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 12 13 3 28 

種

別 

Ａ種 4 4 0 8 

Ｂ又はＣ種 8 9 3 20 

 

 

 

 

区分 
扶養親族数 
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ウ 経過的福祉手当 

20 歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障害者手当、障害基礎年金及び特別

障害給付金のいずれも受給していない在宅の者（障害程度は障害児福祉手当と同じ）に支

給される。 

○手当額（月額） 15,690 円（令和６年４月１日現在） 

○所得制限及び支給時期 特別障害者手当、障害児福祉手当と同じ 

管内福祉手当の支給状況（令和６年４月１日現在） （単位：人） 

区   分 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 0 2 0 2 

種

別 

Ａ種 0 0 0 0 

Ｂ又はＣ種 0 2 0 2 

 

エ 国の手当に対する加算 

特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の受給者のうち A種又は B 種に該

当する者に対しては、県の手当が加算して支給される。 

加算額（月額） 

区   分 内     容 金  額 

A 種 

身体障害１～２級か

つ IQ35 以下の合併 

・特別障害者手当 6,850 円 

・障害児福祉手当及び経過的福祉手当 6,900 円 

B 種 

身体障害１～２級又

は IQ35 以下 

・特別障害者手当  1,050 円 

・障害児福祉手当及び経過的福祉手当 1,150 円 

 

オ 特別児童扶養手当 

家庭において、精神又は身体に障害のある 20 歳未満の児童を監護又は養育する者に手

当を支給することにより、その障害児の福祉の増進を図ることを目的としている。 

○障害程度 

１級 IQ35 以下程度又は身体障害１～２級程度の者 

２級 IQ50 以下程度又は身体障害３級(４級の一部を含む。)程度の者 

○手当額(月額)  （令和６年４月１日現在） 

１級 55,350 円、２級 36,860 円 

○所得制限 

支給要件に該当する場合であっても、受給資格者本人及び扶養義務者等の前年の所得 

（１月から７月までの手当については前々年の所得）が政令で定める額以上のときは、 

手当は支給されない。 

所得制限額（政令で定める額）        （令和６年４月１日現在） 

 

 

 ０人 １人 ２人 ３人 

受給資格者本人 4,596,000 円 4,976,000 円 5,356,000 円 5,736,000 円 

扶 養 義 務 者 等 6,287,000 円 6,536,000 円 6,749,000 円 6,962,000 円 

扶養親族数 
区分 
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注1 扶養親族等の数が４人以上の場合は、扶養親族等が１人増すごとに、受給資格者本人については380,000 

円、扶養義務者等については 213,000 円加算。 

注 2 受給資格者本人所得で、70 歳以上の同一生計配偶者、特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対

象扶養親族又は老人扶養親族があるときは、上記額に 70 歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族１

人につき 10 万円を、特定扶養親族及び 16 歳以上 19 歳未満の控除対象扶養親族は 25 万円を加算した

額。 

注 3 扶養義務者等所得で、老人扶養親族があるときは、上記額に老人扶養親族１人につき（当該老人扶養親

族以外に扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち１人を除いた老人扶養親族 1 人につき） 

６万円を加算した額。 

○支給時期 年３回（４月、８月、11 月） 

管内特別児童扶養手当の支給状況（令和６年４月１日現在） （単位：人） 

※支給停止者を除く。 

 

カ 在宅重度障害者手当 

在宅の重度障害者に、重度の障害ゆえに生ずる負担軽減の一助になるよう県単独の制度に 

より支給される。 

ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当の受給者には支給されない。 

区   分 対   象   者 

１種重度障害者 
・ １級又は２級の身体障害者手帳を有し、かつ IQ35 以下と判定され、

療育手帳又は愛護手帳の交付を受けた者 

２種重度障害者 

・１級又は２級の身体障害者手帳を有する者 

・IQ35 以下と判定され、療育手帳又は愛護手帳の交付を受けた者 

・３級の身体障害者手帳を有し、かつ IQ50 以下と判定され、療育手

帳又は愛護手帳の交付を受けた者 

※65 歳以上になってから新たに障害者となった者を除く。 

○手当額（月額）（令和６年４月１日現在） 

１種重度障害者  15,500 円   ２種重度障害者   6,750 円 

○所得制限 支給対象者であっても、「受給資格者の前年の所得（１月から７月までの

手当については前々年の所得）が、3,604,000 円以上であるとき」若しくは「配偶者

等扶養義務者の前年の所得（１月から７月までの手当については前々年の所得）が、

6,287,000 円以上であるとき」には、支給されない。 

○支給時期 年３回（４月、８月、12 月） 

管内在宅重度障害者手当の支給状況（令和６年４月１日現在） （単位：人） 

区 分 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 542 557 345 686 223 264 39 2656 

種

別 

１種 4 7 3 12 2 2 0 30 

２種 538 550 342 674 221 262 39 2626 

区 分 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村 合計 

受給者数 116 100 84 268 69 60 8 705 

児童数（１級） 51 24 33 78 21 26 3 236 

児童数（２級） 74 88 55 219 50 40 5 531 
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キ 心身障害者扶養共済制度 

障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることによ

り、保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年

金を支給する制度です。 

（令和６年４月１日現在） 

加入資格 掛   金 掛金の減免 年金・弔慰金の額 受給権者数 
《加入者》 1 加入者の年齢に 1 生活保護世帯 1 年金は、加入者が ・知的障害者 

心身障害者の保護   より掛金が異なる。 100％  死亡（障害）したと 60 名

者で特別な疾病又    きから毎月 1 口につ ・身体障害者 

は障害を有しない 2 既加入者（1 口  2 市町村民税非課税  き 2 万円を生涯にわ 34 名

65 歳未満の者で、   加入者）が特約口 世帯        70％  たり支給される。 ・合 併 

2 口まで加入でき  数追加で 2 口加入   2 名

3 名る。  したいときは追加 3 市町村民税均等割 2 弔慰金は障害者が ・その他 

  加入時の年齢に応 のみ課税世帯  加入者より先に死亡 3 名

《障害者》  じた掛金を納める。 50％  した時に一時金とし 合  計 

1 知的障害者    て１口につき次の金 99 名

名  3 加入期間が 20 年 4 災害、疾病、失業   額が支給される。  

2 身体障害者 以上かつ加入者の 等により所得額が  (掛金の返還はなし）  

 (1～3 級) の者 年齢が 65 歳以上  

に 

著しく減少したと   
  

 

の 

に達したときは掛 き 加入期間  金  額  

 3 上記 1 及び 2 の   金は免除。   1 年以上         円  

障害者と同程度  5 ２人以上の障害者 

 

 5 年未満    50,000  

の障害があると 4  脱退した場合、  のために加入して  

い 

   
  

認められる者 加入期間に応じて  いる場合は２人目  5 年以上   

 一口当たり次のと   以上の者に係る掛金 20 年未満   125,000  

 おり一時金を支給。 50％    
  

 加  入  期  間 金  額  20 年以上   250,000  

5 年以上 10 年未満 75,000 円

125,000

   

 
（平成 20 年度以降加入） 

10 年以上 20 年未満 

 

125,000 円  

20 年以上 

 

250,000 円   

         （平成 20 年度以降加入）   
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第３ 児童育成課の事業 

 
１ 児童育成課の業務  

 

  児童・障害者相談センターの児童部門は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 12 条に規定され

る「児童相談所」業務を行っており、児童福祉のための専門機関として、主として以下の業務を行って

いる。 

 (1) 市町村の業務（児童福祉法 10 条に規定 児童等の福祉に関し、必要な情報の把握に努めたり、家

庭その他からの相談に応じ必要な調査及び指導を行うこと等）の実施に関し、市町村相互間の連絡調

整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

 (2) 児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずるこ

と。 

 (3) 児童及びその家庭について、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保

健上の判定を行い、必要な指導を行うこと。 

 (4)  児童を児童福祉施設等に入所させ、または里親等に委託して、その福祉を図ること。 

 (5)  児童の一時保護を行い、また適当な者に一時保護を委託すること。 

 (6) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助を行うこと。 

 (7) 家庭裁判所に対し、親権喪失等、後見人の選任・解任の請求を行うこと。 

 (8) 児童虐待が行われているおそれがあると認められるとき、出頭要求をし、必要な調査または質問を

行うこと。 

 (9) 児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査または質問を行うこと。 

 

  子どもや家庭をめぐる問題は、児童虐待相談の急増等、複雑・多様化しており、早期発見・早期対応

や子どもや家庭に対するきめ細かな支援を行うためには、当センターが有する機能の他に、福祉、保健、

医療、教育、司法等の関連機関との連携を図り、ネットワークを構築して、その活用を図ることが必要

である。 

  そのため、児童虐待等の早期発見や解決の困難な児童問題に効果的な対応ができることを目的として

「海部地域虐待等児童問題関係機関連絡調整会議」を設置して関係機関と緊密な連携を図るとともに、

平成 16 年の児童福祉法の改正により規定された市町村の「要保護児童対策地域協議会」に積極的に関わ

りその支援を行う等、地域における関係機関のネットワークの構築とその強化に取り組んでいる。 

 

  また、関連する児童相談所業務として次のようなことを行っている。 

   ● 療育手帳の交付 

   ● 特別児童扶養手当認定のための診断 

   ● 施設入所措置に伴う児童措置費負担金徴収事務 

 

  児童・障害者相談センターの障害者部門は、身体障害者福祉法第 11 条に規定する「身体障害者更生相

談所」及び知的障害者福祉法第 12 条に規定する「知的障害者更生相談所」として、身体障害者及び知的

障害者の相談及び指導を行っている。 
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 児童相談業務系統図  

 

調　査 社会診断

心理診断

相談の受付 受理会議 医学診断

一時保護 行動診断

その他の診断 援助の実行

援助の終結、変更

判　定
（判定会議）

都道府県児童福祉審議会

援助方針
会議

※援助内容の
決定

・相談 ・面接受付
・通告 ・電話受付
・送致 ・文書受付

（12②）

保護/観察/指導

（33）

（結果報告、方針の再検討）

（12②）

（27⑥）

（意見照会）
（意見具申）

（子ども、保護者、関係機関等への継続的援助）

（受理、判定、援助方針会議）

※援助内容

１ 在宅指導
(1) 措置によらない指導 （12②）
ア 助言指導
イ 継続指導
ウ 他機関あっせん

(2) 措置による指導
ア 児童福祉司指導 （26①Ⅱ、27①Ⅱ）
イ 児童委員指導 （26①Ⅱ、27①Ⅱ）
ウ 児童家庭支援センター指導 （26①Ⅱ、27①Ⅱ）
エ 知的障害者福祉司、社会福祉主事指導 （27①Ⅱ）
オ 障害児相談支援事業を行う者の指導 （26①Ⅱ、27①Ⅱ）
カ 指導の委託 （26①Ⅱ、27①Ⅱ）

(3) 訓戒、誓約措置 （27①Ⅰ）
２ 児童福祉施設入所措置 （27①Ⅲ）

指定医療機関委託 （27②）
３ 里親、小規模住居型児童養育事業委託措置 （27①Ⅲ）
４ 児童自立生活援助の措置 （33の6①）
５ 市町村への事案送致（26①Ⅲ）

福祉事務所送致、通知（26①Ⅳ、63の4、63の5）
都道府県知事、市町村長報告、通知 （26①Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ）

６ 家庭裁判所送致 （27①Ⅳ、27の3）
７ 家庭裁判所への家事審判の申立て

ア 施設入所の承認 （28①②）
イ 親権喪失等の審判の請求又は取消しの請求 （33の7）
ウ 後見人選任の請求 （33の8）
エ 後見人解任の請求 （33の9）

（数字は児童福祉法の該当条項）

福祉事務所
児童委員
県・市町村
児童福祉施設等
警察署
家庭裁判所
保健所
医療機関
学校
教育委員会
里親
家族・親戚
近隣・知人
児童本人

その他

31



２ 相談の種類  

  児童についての相談は、その内容によって、下表のとおりの相談種別に分けている。 

相 談 種 別 内              容 

養護 

相談 

児 童 虐 待 相 談 

児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する次の行為に関する

相談。 

(1) 身体的虐待 生命・健康に危険のある身体的な暴行 

(2) 性的虐待 性交、性的暴行、性的行為の強要 

(3) 心理的虐待 暴言や差別など心理的外傷を与える行為 

(4) 保護の怠慢・拒否（ネグレクト） 保護の怠慢や拒否により健康

状態や安全を損なう行為及び棄児 

そ の 他 の 相 談 

父又は母等保護者の家出･失踪､死亡､離婚､入院､稼働及び服役等によ

る養育困難児、迷子、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等

児童虐待相談以外の環境的問題を有する児童、養子縁組に関する相談。 

保 健 相 談 
未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患（精神疾患

を含む。）を有する児童に関する相談。 

障害 

相談 

肢 体 不 自 由 相 談 肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 

視 聴 覚 障 害 相 談 盲（弱視を含む。）、ろう（難聴を含む。）等視聴覚障害児に関する相談。 

言語発達障害等相談 
構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ児童、言語発達

遅滞を有する児童等に関する相談。 

重症心身障害相談 重症心身障害児に関する相談。 

知 的 障 害 相 談 知的障害児に関する相談。 

発 達 障 害 相 談 
自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、

注意欠陥多動性障害等の児童に関する相談。 

非行 

相談 

ぐ 犯 行 為 等 相 談 

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等のぐ犯行為、問題行動

のある児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、又は触法

行為があったと思料されても警察署から児童福祉法第 25 条による通

告のない児童に関する相談。 

触 法 行 為 等 相 談 
触法行為があったとして警察署から同法同条による通告のあった児

童、犯罪少年に関して家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談。 

育成 

相談 

性 格 行 動 相 談 

児童の人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがな

い、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格

もしくは行動上の問題を有する児童に関する相談。 

不 登 校 相 談 
学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校（園）していない状態

にある児童に関する相談。 

適 性 相 談 進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 

育児 ･しつけ相談 
家庭内における幼児の育児・しつけ、児童の性教育、遊び等に関する

相談。 

そ の 他 の 相 談 上のいずれにも該当しない相談。 

 

 

32



３ 相談指導の状況  

 (1) 相談受付状況 

  令和 5 年度に受け付けた相談件数は、1,387 件で、その状況は次のとおり。 

 

 ア 経路別・年度別推移                          （単位：件） 

区    分 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

福 祉 事 務 所等 342 384 420 398 413 

児童委員 - 1 1 - 0 

役 場 ・ 保 健 セ ン タ ー 等 111 74 88 107 102 

児童福祉施設等 12 9 12 16 9 

警察等 355 441 401 320 349 

家庭裁判所 1 - 2 3 0 

保健所 - 1 - - 0 

医療機関 17 19 19 16 23 

学  校・幼稚園等 33 30 31 27 48 

教育委員会等 1 2 2 3 2 

里親 1 - - 1 1 

家族・親戚 434 269 404 304 332 

近隣・知人 69 111 113 107 66 

児童本人 6 13 11 24 16 

その他 46 26 8 2 26 

合       計 1,428 1,380 1,512 1,328 1387 

 

 イ 相談種類別・年度別推移                        （単位：件） 

区      分 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

養護

相談 

虐待 493 496 493 367 436 

その他 320 293 320 285 275 

保健相談          - - 4 - - 

障
害
相
談 

肢体不自由相談 3 5 3 - 3 

視聴覚障害相談 1 - 1 - - 

言語発達障害等相談 - - - - 1 

重症心身障害相談 15 13 15 6 12 

知的障害相談 371 473 371 460 465 

発達障害相談 22 35 22 29 30 

非行

相談  

ぐ犯行為等相談 5 5 5 9 7 

触法行為等相談 23 18 23 13 12 

育
成
相
談 

性格行動相談 19 30 19 26 29 

不登校相談 8 10 8 8 5 

適性相談 30 65 30 50 33 

育児･しつけ相談 68 60 68 21 33 

その他の相談          - 2 5 54 46 

計  1,380 1,512 1,328 1387 
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 ウ 年齢別・相談種類別                         （単位：件） 

区 
 
 

分 

養護相談 

保
健
相
談 

障害相談 非行相談 育成相談 

そ
の
他
の
相
談 

計 

虐
待
相
談 

そ
の
他
の
相
談 

肢
体
不
自
由
相
談 

視
聴
覚
障
害
相
談 

言
語
発
達
障
害
等
相
談 

重
症
心
身
障
害
相
談 

知
的
障
害
相
談 

発
達
障
害
相
談 

ぐ
犯
行
為
等
相
談 

触
法
行
為
等
相
談 

性
格
行
動
相
談 

不
登
校
相
談 

適
性
相
談 

育
児･
し
つ
け
相
談 

0 歳 18 22 - - - - - - - - - - - - 4 2 46 

1 歳 25 9 - - - - 1 7 - - - - - - 2 - 44 

2 歳 32 22 - - - - - 8 1 - - - - - 2 2 67 

3 歳 24 14 - - - - - 65 1 - - - - 1 5 3 113 

4 歳 31 11 - - - - - 31 3 - - 3 - 2 6 5 92 

5 歳 24 13 - 1 - 1 - 62 4 - - - - 4 14 2 125 

6 歳 21 14 - - - - 4 24 3 - - 1 - 2 - - 69 

7 歳 28 16 - - - - 3 53 7 - - 5 - 5 - 1 118 

8 歳 26 13 - - - - 1 17 2 - 1 3 1 5 - 1 70 

9 歳 29 5 - - - - - 11 1 - - 2 - 5 - - 53 

10 歳 34 10 - - - - 1 28 4 - - 3 - - - 2 82 

11 歳 28 15 - - - - - 23 1 - 4 2 2 4 - 2 81 

12 歳 20 17 - 1 - - - 22 1 3 3 - - - - 1 68 

13 歳 27 25 - - - - 1 26 - 2 2 3 1 3 - 1 91 

14 歳 18 10 - 1 - - - 25 2 1 2 2 1 1 - 2 65 

15 歳 15 25 - - - - - 14 - - - 1 - - - - 55 

16 歳 23 17 - - - - 1 27 - 1 - 3 - - - 4 76 

17 歳 12 17 - - - - - 20 - - - 1 - 1 - 1 52 

18 歳 

以上 
1 - - - - - - 2 - - - - - - - 17 

20 

計 436 275 - 3 - 1 12 465 30 7 12 29 5 33 33 46 1,387 

 

 

 エ 市町村別・年度別推移                     （単位：件） 

区分 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

津島市 252 228 274 194 259 

愛西市 219 140 182 173 165 

弥富市 132 156 164 160 197 

あま市 430 491 471 400 402 

大治町 208 189 216 191 170 

蟹江町 141 120 135 135 139 

飛島村 5 9 11 6 8 

管外 41 47 59 69 47 

計 1,428 1,380 1,512 1,328 1387 
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 オ 市町村別・相談種類別                         （単位：件） 

区 
 
 

分 

養護相談 

保
健
相
談 

障害相談 非行相談 育成相談 

そ
の
他
の
相
談 

計 

虐
待
相
談 

そ
の
他
の
相
談 

肢
体
不
自
由
相
談 

視
聴
覚
障
害
相
談 

言
語
発
達
障
害
等
相
談 

重
症
心
身
障
害
相
談 

知
的
障
害
相
談 

発
達
障
害
相
談 

ぐ
犯
行
為
等
相
談 

触
法
行
為
等
相
談 

性
格
行
動
相
談 

不
登
校
相
談 

適
性
相
談 

育
児･
し
つ
け
相
談 

津島市 89 60 - - - - 3 70 6 2 1 5 - 4 10 9 259 

愛西市 45 25 - 1 - - - 70 3 2 1 5 - 4 3 6 165 

弥富市 76 44 - 1 - - - 55 2 - - 5 2 8 4 - 197 

あま市 121 60 - 1 - - 6 167 13 1 5 6 1 6 12 3 402 

大治町 57 39 - - - 1 3 48 4 1 5 2 - 6 3 1 170 

蟹江町 45 34 - - - - - 49 2 - - 4 1 4 - - 139 

飛島村 3 1 -  - - - 4 - - - - - - - - 8 

その他 - 10 -  - - - 2 - - - 2 1 1 1 27 44 

管外 - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - 3 

計 436 275 - 3 - 1 12 465 30 7 12 29 5 33 33 46 1387 

 

 

 

  

 

 

 

  

障害相談

36.8%

養護相談（虐待）

31.4%

養護相談（その他）

19.8%

育成相談

7.2%

非行相談

1.4%
その他の相談

3.3%

保健相談

0.0%

受付件数

1,387件
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(2) 相談対応状況 

  令和 5 年度に対応した件数は，1,369 件で、相談種類別の対応状況は次のとおり。 

  なお、相談受付件数と相談対応件数とが一致しない場合は、受付から対応の間に年度をまた

ぐ場合等があるため。 

                                     （単位：件） 

 

面
接
指
導 児

童
福
祉
司
指
導 

児
童
委
員
指
導 

児 
童 
家 
庭 
支 
援 
セ 
ン 
タ 
❘ 
指 
導 
・ 
指 
導 
委 
託 

市
町
村
送
致 

訓
戒
・
誓
約 

児
童
福
祉
施
設 

指
定
医
療
機
関
委
託 

里
親
委
託 

家
庭
裁
判
所
送
致 

障
害
児
施
設
等
へ
の
利
用
契
約 

そ
の
他 

計 

助
言
指
導 

継
続
指
導 

他
機
関
斡
旋 

入
所 

 

通
所 

※(

下
記)

 

養護

相談 

虐待相談 267 32 - 2 - - 113 - 6 - - - -  - 3 423 

その他の 
相談 

227 18 4 - - - 1 - 8 - - - 4  - 8 270 

保健相談 - - - - - - - - - - - - -  - - - 

障
害
相
談 

肢体不自由相談 2 - - - - - - - - - - - -  1 - 3 

視聴覚障害相談 - - - - - - - - - - - - -  - - - 

言語発達障害等相談 1 - - - - - - - - - - - -  - - 1 

重症心身障害相談 15 - - - - - - - - - - - -  - - 15 

知的障害相談 462 - - - - - - - - - - - -  - 1- 463 

発達障害相談 30 - - - - - -  - - - - -  - - 30 

非行

相談 

ぐ犯行為等相談 6 - - - - - - - 1 - - - - - - - 7 

触法行為等相談 - - - 4 - - - 7 - - - - - 1 - - 12 

育
成
相
談 

性格行動相談 27 1 - - - - - - - - - - -  - - 28 

不登校相談 4 - 1 - - - - - - - - - -  - - 5 

適性相談 33 - - - - - - - - - - - -  - - 33 

育児･しつけ相談 33 - - - - - - - - - - - -  - - 33 

その他の相談 41 - 5 - - - - - - - - - -  - - 46 

計 1,148 51 10 6 - - 114 7 15 - - - 4 1 1 12 1.369

※児童福祉法第 27 条の３による家庭裁判所送致（入所の再掲） 
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(3) 相談活動状況 

  令和 5 年度における調査、診断指導等の相談活動の状況は、次のとおり。 

                                        （単位：件） 

 

調
査
・
社
会
診
断
指
導 

医
学
診
断
指
導 

心理診断指導 
そ
の
他
の
診
断
指
導 

児
童
福
祉
司
・
児
童
心
理

司
に
よ
る
継
続
的
指
導 

計 

知
能
検
査 

発
達
検
査 

人
格
検
査 

そ
の
他
の
心
理
検
査 

面
接･

観
察･

指
導 

養護

相談 

虐待相談 10,437 8 17 1 9 - 88 - 1,176 11,736 

その他の相談 9,878 67 16 3 12 1 172 - 2,039 12,188 

保健相談 - - - - - - - - - - 

障
害
相
談 

肢体不自由相談 15 - 2 -  - 4 - 3 24 

視聴覚障害相談 - - - - - - - - - - 

言語発達障害等相談 1 - 1 - - - 1 - - 3 

重症心身障害相談 63 - 4 7 - - 12 - - 86 

知的障害相談 637 63 349 56 2 - 477 - 27 1,611 

発達障害相談 33 - 28 - - - 35 - 1 97 

非行

相談 

ぐ犯行為等相談 105 - - - - - - - 30 135 

触法行為等相談 145 - 7 1 8 - 10 - 160 331 

育
成
相
談 

性格行動相談 205 - 10 1 4 - 18 - 218 456 

不登校相談 4 - - - - - - - - 4 

適性相談 97 - 28 - 1 - 38 - 3 167 

育児･しつけ相談 60 - 18 - - - 33 - 8 119 

その他の相談 47 - - - - - - - - 47 

計 21,727 138 480 69 36 1 888 - 3,665 27,004 

 

 
  

養護相談

（虐待）

43.5%

養護相談（その他）

45.1%

障害相談

6.7%

育成相談

2.8%

非行相談

1.7%
その他の相談

0.2%

保健相談

0.0%

相談活動件数

27,004件
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(4) 養護相談の状況 

  養護相談（対応件数）についての詳細は、次のとおり。 

 

 ア 養護相談の原因別・年度別推移                    （単位：件） 

区      分 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

家出(失踪含む) 9 20 7 2 4 

死亡 - 6 6 3 4 

離婚 1 1 3 1 - 

傷病(入院含む) 26 19 27 22 12 

家庭環境 
虐待 381 483 497 367 423 

虐待以外 239 221 232 222 203 

その他 15 33 18 28 47 

計 671 783 790 645 693 

 

 イ 虐待相談（対応件数）の状況 

  (ｱ) 受付経路                              （単位：件） 

区分 家族 
近隣

知人 
学校 

県市

町村 

児童

委員 

保健

所 

医療

機関 

幼稚園 

保育園 
警察 施設 

児童

本人 

その

他 
計 

件数 49 33 34 40 - - 16 4 239 2 6 - 423 

  

 
 

  

警察

56.5%

近隣知人

7.8%

県市町村

9.5%

家族

11.6%

学校

8.0%

医療機関

3.8%

幼稚園・保育園

0.9%
施設

0.5%
児童本人

1.4%
その他

0.0%

虐待対応

423件
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  (ｲ) 対応状況                             （単位：件） 

区分 助言指導 継続指導 他機関斡旋 市町村送致 施設入所 里親委託 その他 計 

件数 267 32 - 113 6 - 5 423 

 

    

  (ｳ) 虐待の種類                       （単位：件） 

区分 身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 計 

件数 118 48 3 254 423 

 

 

  

助言指導

63.1%

市町村送致

26.7%

その他

1.2%

他機関斡旋

0.0%

継続指導

7.6%
施設入所

1.4%

里親委託

0.0%

虐待対応

423件

身体的虐待

27.9%

ネグレクト

11.3%

性的虐待

0.7%

心理的虐待

60.0%
虐待対応

423件
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  (ｴ) 被虐待児の年齢段階                        （単位：件） 

区

分 
0～3 歳未満 3 歳～学齢前児童 小学生 

中学生 

（以上含む） 
計 

件

数 
72 97 157 97 423 

 

 

  (ｵ) 主たる虐待者                          （単位：件）   

区分 実父 
実父以外の

父親 
実母 

実母以外の

母親 
その他 計 

件数 156 19 240 - 8 423 

 

 

 

  

0～3歳未満

17.0%

3歳～学齢前児童

22.9%

小学生

37.1%

中学生（以上含む）

22.9%

虐待対応

423件

実父

36.9%

実父以外の父親

4.5%

実母

56.7%

実母以外の母親

0.0%
その他

1.9%

虐待対応

423件
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(5) 非行相談の状況 

  非行相談（受付件数）についての詳細は、次のとおり。 

 

 ア 学年別・年度別推移                          （単位：件） 

区  分 

平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

ぐ犯 触法 ぐ犯 触法 ぐ犯 触法 ぐ犯 触法 ぐ犯 触法 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

就学前 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

小学 1 年 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

小学 2 年 - - - - - - 2 - - - 1 2 - - - - - - - - 

小学 3 年 - - - - - - - 2 - - - - - - 1 - - - - 1 

小学 4 年 - 1 1 - - - 1 - - - 1 2 - - 1 - - - - - 

小学 5 年 - - - - - - 1 - - - 2 - - - 2 1 - - 2 - 

小学 6 年 1 - - 1 1 - 2 1 - - 2 - - - - - 1 2 4 - 

中学 1 年 - - 1 2 - 2 4 1 - - 2 - 1 1 3 - 1 - 2 - 

中学 2 年 - - 9 2 - - 4 2 1 - 4 1 1 2 1 - 1 1 2 - 

中学 3 年 - 1 4 3 1 - 3 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - - 1 - 

中卒以降 - 1 - - 1 - - - 1 1 - - 2 - - - 1 - - - 

計 
1 3 15 8 3 2 17 6 3 2 12 6 6 3 10 3 4 3 11 1 

4 23 5 23 5 18 9 13 7 12 

 イ ぐ犯行為等相談の内容別                        （単位：件） 

区        分 
平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

不良交友 - 1 1 2 - - - - 2 - 

不純異性交遊 - 1 - - - 1 - 1 - 1 

家出・外泊 - 1 - - 1 1 1 2 1 1 

金銭持ち出し - 1 - - - - 1 - 1 1 

喫煙・飲酒 - - - - - - 1 - 2 1 

暴行・傷害 - - - - - - 1 - 1 - 

怠学 - - - - - - - - 2 1 

校則違反・授業妨害・校内暴力 - - - - - - 1 - 1 2 

家庭内暴力 - - - - - - - - - - 

窃盗 - - 1 - 1 - - - 1 - 

その他 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

計 1 4 3 2 3 2 6 3 12 7 

 ウ 触法行為等相談の内容別                        （単位：件） 

区        分 
平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

刑
法
犯 

窃
盗 

万引き 8 - 3 2 1 5 1 2 - - 

自転車盗、オートバイ盗 1 - 5 2 1 3 - 1 - - 

その他 2 - - - 2 - - - 2 - 

そ
の
他 

暴行・傷害・恐喝 1 - - 1 1 - 3 - 7 - 

強制わいせつ・強姦 4 1 3 - 1 - 4 - 1 - 

その他 2 - 6 - 5 - 2 - - - 

その他 1 - 1 1 1 - - - 1 1 

計 19 1 18 6 12 8 10 3 11 1 

 (注) 受付件数アと内容別イ、ウとで計が一致しないのは、複数の区分に該当する場合それぞれに計上

しているため。  
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(6) 障害相談の状況 

   

   療育手帳の交付状況 

  (ｱ) 新規交付・再判定状況                      （単位：件） 

区   分 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

新規交付 

Ａ判定 9 10 10 4 23 

Ｂ判定 29 13 26 23 30 

Ｃ判定 99 75 77 117 102 

計 137 98 113 144 155 

再判定数 

Ａ判定 75 71 96 82 75 

Ｂ判定 48 59 70 60 65 

Ｃ判定 103 102 119 121 99 

計 226 232 285 263 239 

 

  (ｲ) 療育手帳管理件数(18 歳未満)（年度末現在）            （単位：人） 

区   分 平成 31 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

Ａ判定 19 191 195 195 215 

Ｂ判定 171 163 157 175 198 

Ｃ判定 448 467 412 503 536 

計 809 821 764 873 949 
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(7) 里親の状況 

  ア 里親登録・認定状況                       （単位：件） 

区 分 
令和 4 年度末 

登録･認定数 

令和 5 年度登録･認定数 令和 5 年度末 

登録･認定数 （開始） （解除） 

養育里親 31 1 3 29 

専門里親 2 - - 2 

親族里親 0 1 0 1 

養子縁組によって養親と 

なることを希望する里親 
17 - 1 16 

 (注)複数の区分の里親として登録・認定されている場合は、それぞれに計上。一つの世帯に複数の里 

   親が登録・認定されている場合は、世帯単位で１と計上。 

 

  イ 里親に委託している児童の状況                 （単位：人） 

区 分 
令和 4 年度末 

委託児童数 

令和 5 年度委託児童数 令和 5 年度末 

委託児童数 （開始） （解除） 

養育里親 4 5 2 7 

専門里親 - - - - 

親族里親 - - - - 

養子縁組によって養親と 

なることを希望する里親 
- - - - 

 

 

(8) 一時保護の状況 

 ア 一時保護所分                            （単位：件） 

区  分 

令和

4 年

度末 

継続

保護 

受付 

(年度

中) 

保護解除（年度中） 

令和

5 年

度末

継続

保護 

児童

福祉

施設

入所 

里親

委託 

他の

児童

相談

所・

機関

に移

送 

家庭

裁判

所送

致 

帰宅 
その

他 
計 

延日

数 

（日

） 

養

護 

虐待 2 19 3 - - - 5 10 18 681 3 

その他 1 22 4 - - - 11 8 23 621 - 

障害 - - - - - - - - - - - 

非行 - - - - - - - - - - - 

育成 - - - - - - - - - - - 

保健･その他 - - - - - - - - - - - 

計 3 41 7 - - - 16 18 41 1302 3 
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 イ 一時保護委託分 

  (ｱ) 一時保護委託状況                          （単位：件） 

区  分 

前年

度末 

継続

委託 

受付 

(年度

中) 

委託解除（年度中） 

年度

末継 

続委

託 

児童

福祉

施設

入所 

里親

委託 

他の

児童

相談

所・

機関

に移

送 

家庭

裁判

所送

致 

帰宅 
その

他 
計 

延日

数 

（日

） 

養

護 

虐待 0 55 4 1 - - 26 23 109 629 1 

その他 4 76 9 1 2 - 39 24 155 1308 5 

障害 - - - - - - - - - - - 

非行 - - - - - - - - - - - 

育成 - - - - - - - - - - - 

保健･その他 - - - - - - - - - - - 

計 4 131 13 2 2 - 65 47 264 1,937 6 

 

  (ｲ) 委託解除の委託先別状況                       （単位：件） 

区  分 
警察 

等 

児童福祉施設 

里親 
その 

他 
計 児童養

護施設 
乳児院 

児童自

立支援

施設 

児童心

理治療

施設 

障害児

関係施

設 

その他

の施設 

養

護 

虐待 2 39 3 - - 2 1 7 - 54 

その他 - 38 4 - - 2 - 28 3 75 

障害 - - - - - - - - - - 

非行 - - - - - - - - - - 

育成 - - - - - - - - - - 

保健･その他 - - - - - - - - - - 

計 2 77 7 - - 4 1 35 3 129 

 

(9) 児童福祉施設等入退所の状況 

                                     （単位：人） 

区分 
令和 4 年度末 

現在の在籍数 

令和 5 年度の異動 令和 5 年度末 

現在の在籍数 入所 退所 

乳児院 4 - 4 - 

児童養護施設 50 11 7 54 

児童心理治療施設 2 1 2 1 

児童自立支援施設 - 1 - 1 

障害児入所施設 13 - 2 11 

指定医療機関委託 5 2 2 5 

ファミリーホーム 7 1 3 5 

里親 4 5 2 7 

計 85 21 22 84 
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